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町歴史民俗資料館では、独特の

ニュアンスを漂わせる創作人形

作家川本哲子さんの展覧会を

関催します。木綿にくるまれた

美しいハーモニーの世界にご案

内します。　（関連記事２頁）

〈夜〉1996年　個人蔵　撮影　山中美光
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川本哲子QQIJ馴貼－ル謁
2003年11月２日(日)～11月24日(月・祝)

　川本哲子は、幻想的で独特の憂いを漂わせる人

形作家として知られ、その作品は確かな技術の中

にこまやかな女性の感性が光り、生命への深い慈

しみを表現しています。川本の高度な創意と技術

は、自分の感覚・感性を作品に吹き込み、自分の

体感を形にした人形たちは、自然の強さや優しさ、

神秘性を敏感に受け止め、作品の形に体現し続け

ています。

　本腰は、ほんの一瞬をとらえた姿態の表現が、

実に巧みで印象的な人形たち20余点を展示し、木

綿にくるまれた美しいハーモニーの世界を紹介し

ます。
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《草の海》1999年　個人蔵

　　　　　　関

アーティス.ト・トーク

撮影：山中美光

・略　歴■　かわもと・てつこ

　1949年宇都宮市生まれ。空・月・風などを

テーマに創作活動を続ける。 81年に人形を与

勇輝、87年にデッサンを飯田実氏に師事。 86

年の上野百貨店での初個展を皮切りに東京と

県内で、個展、二人展、グループ展。

　98年にはＮ日Ｋ連続テレビ小説「天つらら」

人形制作を担当。 99年当館にて人形展。 01年

栃木県立美術館「千年の扉」に出品。 03年宇

都宮美術館「宇都宮美術の現在展」に出品。

　現在、ＮＨＫ文化センター講師を務める。

　壬生町在住。

《丘の上I》1999年　個人蔵　　撮影：山中美光

連　　企

11月９日（日）午後２時

　画

作家自身によるしク,チャー＆トーク

講　師：川本哲子（人形作家）

場　所：展示室にお集まりください。

　　　　＊定員を超えた場合はお断りすることがあります。

　　　　＊参加いただくには、観覧料が必要です。

ﾘ………開館時間列

……;･.｀･休館日………=

観覧料

問合せ

午前９時～午後５時（入館は午後４時30分まで）

月曜日（但し、３日・24日は開館）、火曜日午前。

一般200円、中学生以下無料

町歴史民俗資料館　昔８２－８５４４

２
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平
成
1
0
年
度
か
ら
毎
年
行
わ
れ
て
い
る
姉
妹
都
市
滋
賀

県
水
口
町
と
の
青
少
年
交
流
事
業
が
８
月
４
日
か
ら
７
目

に
か
け
て
、
水
口
町
で
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

　
６
回
目
と
な
る
今
年
は
「
見
つ
め
直
そ
う
我
が
壬
生
町
」

を
テ
ー
マ
に
、
壬
生
中
学
校
と
南
犬
飼
中
学
校
の
２
年
生

2
4
名
の
中
学
生
使
節
団
が
水
口
町
を
訪
問
し
ま
し
た
。

　
こ
の
交
流
事
業
は
、
姉
妹
都
市
水
口
町
へ
の
訪
問
を
通

じ
、
交
流
、
見
聞
を
深
め
る
と
と
も
に
そ
の
地
域
の
歴
史
・

文
化
を
学
び
、
自
分
た
ち
の
住
む
壬
生
町
を
よ
り
深
く
見

つ
め
直
そ
う
と
い
う
も
の
で
す
。

　
団
員
達
は
、
学
校
紹
介
や
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ゴ
ル
フ
、

琵
琶
湖
で
の
カ
ヌ
ー
体
験
等
を
と
お
し
て
、
水
口
町
の
人

だ
ち
と
交
流
を
深
め
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
子
ど
も
の
森

自
然
館
や
琵
琶
湖
博
物
館
の
見
学
で
は
、
新
た
な
発
見
を

し
た
よ
う
で
す
。

団員・引率の皆さん

水□町中学生との交流会の様子

同
じ
滋
賀
県
で
も
、
琵
琶
湖
を
中
心
と
し
て
そ
の
湖
東
、
湖
西
、

湘
南
、
湖
北
で
は
微
妙
に
言
葉
や
発
音
が
違
う
こ
と
に
驚
い
た
。

同
じ
グ
ル
ー
プ
に
な
っ
た
水
口
町
の
中
学
生
が
手
紙
を
書
い
て

き
て
く
れ
て
、
と
て
も
嬉
し
か
っ
た
。
温
か
く
迎
え
て
く
れ
た

水
口
町
の
方
々
に
お
礼
を
言
い
た
い
。

壬
生
町
民
の
一
人
と
し
て
姉
妹
都
市
と
の
関
係
を
深
め
る
こ
と

が
で
き
た
。
今
後
も
ま
す
ま
す
水
口
町
と
仲
良
く
な
れ
る
と
す

ば
ら
し
い
と
思
う
。

水
口
町
の
中
学
校
で
は
生
徒
会
役
員
さ
ん
が
夏
休
み
中
に
ソ
ー

ラ
ン
節
の
研
修
に
い
っ
て
、
新
学
期
に
全
校
生
徒
に
教
え
る
ら

し
い
。
壬
生
町
の
中
学
校
で
も
全
校
で
何
か
に
取
り
組
ん
で
み

た
ら
い
い
と
思
っ
た
。

子
ど
も
の
森
自
然
館
で
は
、
水
口
町
の
中
学
生
と
交
流

を
深
め
な
が
ら
、
見
た
こ
と
も
な
い
よ
う
な
お
も
し
ろ

い
昆
虫
が
見
ら
れ
た
。

琵
琶
湖
博
物
館
で
は
、
琵
琶
湖
と
そ
の
ま
わ
り
で
暮
ら

し
て
き
た
人
々
の
歴
史
が
展
示
さ
れ
て
お
り
、
大
変
印

象
的
だ
っ
た
。

琵
琶
湖
博
物
館
が
印
象
的
だ
っ
た
。
展
示
だ
け
で
な
く
。

パ
ソ
コ
ン
で
調
べ
た
り
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
博
物

館
が
あ
れ
ば
、
町
外
の
人
た
ち
に
も
壬
生
町
を
も
っ
と

知
っ
て
も
ら
え
る
と
思
う
。

水
口
町
の
よ
う
に
た
く
さ
ん
の
施
設
を
取
り
入
れ
、
自

分
た
ち
の
住
ん
で
い
る
壬
生
町
を
も
っ
と
よ
く
知
り
、

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
環
境
に
し
た
い
。

水
口
町
の
良
い
と
こ
ろ
、
壬
生
町
の
良
い
と
こ
ろ
を
教

え
合
っ
た
り
し
て
、
お
互
い
の
町
の
様
子
を
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
た
。
私
た
ち
が
自
慢
で
き
る
町
を
目
指
し
、

水
口
町
の
良
い
と
こ
ろ
を
壬
生
町
で
も
活
か
し
て
い
き

た
い
。
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S･･自己負担限度額（月額）

/ 外来の限度額

(ｲ固人ごとに計算)
入院および世帯の限度額

　一定以上

所得者（注１）
40,200円

72,300円十(実際にかかった医療費－361,500円)×1％

(12か月間に４回以上該当する場合、４回目から40,200円)

一　　般 12,000円 40,200円

低所得

ｎ（注２）

8,000円
24,600円

Ｉ（注３） 15,000円

●低所得Ｉ・ｎの方は、入院の際には「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますの

　で、役場保健諜国民健康保険係に申請してください。

（注１）一定以上所得者とは…以下の①と②に該当する方のうち、一人でも判定基準所得（課税所

　　　　得124万円）以上の方がいる世帯に属する70歳以上の被保険者にあたります。

　　　　①70歳以上の被保険者

　　　　②同一世帯の老人医療受給対象者（国保被保険者に限る｡）

　ただし、上記の基準に該当する場合であっても、保険者に対し、当該被保険者並びにそ

の方と同一の世帯に属する70歳以上の被保険者及び老人医療受給対象者の収入の額が637万

円（世帯内に他の70歳以上の被保険者又は老人医療受給対象者がいない場合には450万円）

に満たない旨を届け出た場合には、１害り負担になります。

（注２）世帯主及び世帯員全員が住民税非課税である方にあたります。

（注３）世帯主及び世帯員全員が住民税非課税であって、その世帯の所得が一定基準以下の世帯に

　　　　属する方にあたります。

　　　　（例）単独世帯の場合（年金収入のみ）は、65万円以下

　　　　　　　夫婦二人世帯の場合（年金収入のみでそれぞれ65万円以下）は、130万円以下

入院したときの食事代は、一部負担金とは別に、１日分として定められた額を日数分支払います。

●･入院時食事代の標準負担額（１日当たり）

70歳未満の人 70歳以上の人

上位所得者・一般 一定以上所得者・一般 780円

住民税非課税世帯の人 低所得ｎの人

90日までの日数 650円
90日以降の日数

(過去12ケ月の
　入院日数)

500円

低所得Ｉの人 300円

0　70歳未満の住民税非課税世帯の人は、「標準負担額減額認定証」が、

　方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、

　に申請してください。

70歳以上の低所得Ｔ・Ｈの

役場保健課国民健康保険係

　減額された食事代の適用は、減額認定証を医療機関の窓口に提示した月からとなりますので、

入院した場合・入院の予定がある場合は、速やかに申請してください。

４

入院中の食事代（入院時食事療養費の支給）
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